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第５０回農薬専門調査会幹事会議事概要

○第５０回農薬専門調査会幹事会

日時：平成２１年４月２２日（水）１４：００～１７：００

場所：食品安全委員会　中会議室

議事概要：

（１）アルジカルブ

・審議の結果、０．０００２５ｍｇ／ｋｇ体重／日をＡＤＩとし、評価書（案）を一部修正の上、食品安全委員会に報告することとなっ

た。

＊殺虫剤で、日本国内での農薬登録はありません。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。

（２）アルドキシカルブ

・審議の結果、０．０００３６ｍｇ／ｋｇ体重／日をＡＤＩとし、評価書（案）を一部修正の上、食品安全委員会に報告することとなっ

た。

＊殺虫剤で、日本国内での農薬登録はありません。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。

（３）ピリミノバックメチル

・審議に入れず、次回以降に持ち越しとなった。

＊除草剤で、水稲に使用し、魚介類への残留基準値の設定が申請されています。

（４）ベンダイオカルブ

・審議に入れず、次回以降に持ち越しとなった。

＊殺虫剤で、日本国内での農薬登録はありません。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。

（５）メトラクロール

・審議に入れず、次回以降に持ち越しとなった。

＊除草剤で、かんしょ、だいず等に使用します。光学活性体であるＳ－メトラクロールについて、かんしょ、だいず等への適用

が申請されています。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。

（６）その他

・国民からの御意見・情報の募集期間中に、ピメトロジン評価書（案）に対して寄せられた御意見について検討した結果、申請

者に追加の資料を要求した上で、確認評価第二部会にて再審議することとなった。

＊殺虫剤で、日本国内での農薬登録があり、水稲、キュウリ、トマト等に使用します。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準

が設定されています。

・前回審議されたピリフルキナゾンについて再審議した結果、０．００５ｍｇ／ｋｇ体重／日をＡＤＩとし、評価書（案）を一部修正の

上、食品安全委員会に報告することとなった。

＊殺虫剤で、ばれいしょ、キャベツ等への新規農薬登録申請がされています。
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